
ゴミの分別について 

ゴミの分別及び回収方法・回数は以下のとおりとする。 

種類 回収方法・回数 

段ボール 配達業者が当日または翌日回収 

空き缶 市委託会社が月１回の指定曜日に回収 

下処理の葉物等 市委託会社が毎日回収 

事務室等のクズゴミ 市委託会社が毎日回収 
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